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〇資格：社会福祉主事について 

 

【社会福祉主事とは】     

 社会福祉主事は、社会福祉法第 18 条および第 19 条において、その資格が定義づけられている任用資格で

す。任用資格とは、公務員が特定の業務に任用されるときに必要となる資格です。 

そのため、社会福祉主事は、都道府県、市町村に設置された福祉事務所のケースワーカー等として任用され

るための資格として位置づけられていますが、各種社会福祉施設の職種に求められる基礎的資格としても準

用されています。       （参考：社会福祉法人 全国社会福祉協議会） 

 

【取得方法について】 

 社会福祉主事任用資格の取得方法のうちの１つに、三科目主事（大学や短期大学（以下、大学等という）に

おいて厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(以下、指定科目という)を３科目以上修めて卒業した場

合（社会福祉法第 19 条第 1 号））があります。卒業した学科が福祉系でなくとも、指定科目を修得し卒業して

いれば社会福祉主事任用資格を有することができます。 

 

【証明書の発行について】 

 社会福祉主事任用資格には、大学等が発行する「資格証明書」や「社会福祉主事任用資格単位修得証明書」

は特に用意していません。指定科目を取得しているかについては、学生・卒業生が成績証明書及び卒業証明書

を取得し、雇用先に提示することにより証明されます。成績証明書及び卒業証明書の申し込み方法は、別府大

学ＨＰ「証明書の発行について」をご確認ください。 

 

【社会福祉主事の指定科目について】 

 指定科目は、時代の変遷とともに科目名が変更されています。このため、大学等を卒業した年度において規

定されていた指定科目名に基づいて該当するか確認することになります。 

 確認をする際は、大学等で履修した科目の名称と、指定科目名とが原則一言一句同じでなければ指定科目を

履修したものと認められません。以下は平成 12 年以降の指定科目です。平成 11 年以前の指定科目の確認は、

厚生労働省のページでご確認ください。（科目等履修制度によって履修した科目は、社会福祉主事任用資格に

該当しません。） 

 

平成 12 年～現在までの卒業者（平成 12 年 3 月 31 日 厚生省告示第 153 号） 

 

 

※但し、指定科目について科目の読み替えが可能な場合があります。詳細は、以下をご覧ください。 

 

 

社会福祉概論 児童福祉論 社会福祉施設経営論 医学一般 教育学 行政法

社会保障論 家庭福祉論 社会福祉援助技術論 看護学 経済学 社会学

社会福祉行政論 知的障害者福祉論 社会福祉事業史 公衆衛生学 経済政策 心理学

公的扶助論 精神障害者保健福祉論 地域福祉論 栄養学 社会政策 介護概論

身体障害者福祉論 医療社会事業論 保育理論 家政学 法学

老人福祉論 リハビリテーション論 社会福祉調査論 倫理学 民法
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厚生労働省のページより抜粋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 社会福祉法第 19 条第１項第１号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目（以下「指定科目」という。）

については、「社会福祉主事の資格に関する科目指定」（昭和 25 年厚生省告示第 226 号）に定められているところである

が、その科目の読替えの範囲は次のとおりとする。 

 なお、指定科目の名称及び読替の範囲に掲げる科目の名称（以下「科目名」という。）が次のいずれかに該当する字句の

付加等がされた科目についても、読替の範囲に該当するものとして取り扱って差し支えない。 

（ア）科目名の末尾に、「原論」、「（の）原理」、「総論」、「概論」「概説」、「論」、「法」、「（の）方法」、「入門」及び「学」の

うち、いずれかの語句又は複数の語句が加わる場合 

（イ）科目名の末尾に「Ⅰ、Ⅱ」等が加わることにより、複数の科目に区分され、かつ、当該区分された科目の全てを行

う場合 

（ウ）（ア）及び（イ）のいずれにも該当する場合 

（例１）「社会政策」に相当する科目を行う場合 

・（ア）に該当する場合 「社会政策論」、「社会政策総論」等でも可。 

・（イ）に該当する場合 「社会政策Ⅰ」及び「社会政策Ⅱ」等でも可。 

・（ウ）に該当する場合 「社会政策論Ⅰ」及び「社会政策論Ⅱ」等でも可。 

（例２）「介護概論」に相当する科目を行う場合 

・（ア）に該当する場合 「介護福祉原論」、「介護福祉総論」、「介護福祉学総論」等でも可。 

・（イ）に該当する場合 「介護概論Ⅰ」及び「介護概論Ⅱ」等でも可。 

・（ウ）に該当する場合 「介護福祉概説Ⅰ」及び「介護福祉概説Ⅱ」等でも可。 

 

科目名 読替えの範囲 

社会福祉概論 
社会福祉、社会事業、社会保障制度と生活者の健康、現代社会と福祉、社会福祉の原理と

政策 

社会福祉事業史 
１ 社会福祉事業史、社会福祉発達史、社会事業史、社会福祉の歴史 

２ 日本社会福祉事業史と西洋社会福祉事業史の２科目 

社会福祉援助技術論 

１ 社会福祉援助技術、社会福祉方法、社会事業方法、ソーシャルワーク、相談援助 

２ 「相談援助の基盤と専門職」及び「相談援助の理論と方法」の２科目 

３ 「ソーシャルワークの基盤と専門職」、「ソーシャルワークの基盤と専門職（専

門）」、「ソーシャルワークの理論と方法」「ソーシャルワークの理論と方法（専門）」

の４科目 

社会福祉調査論 
社会調査統計、社会福祉調査、社会福祉統計、社会福祉調査技術、ソーシャルリサーチ、

福祉ニーズ調査、社会調査の基礎、社会福祉調査の基礎、社会調査 

社会福祉施設経営論 
社会福祉施設経営、社会福祉施設運営、ソーシャルアドミニストレーション、社会福祉管

理、社会福祉管理運営、福祉サービスの組織と経営 

社会福祉行政論 
社会福祉行政、社会福祉行財政、福祉行財政、社会福祉法制、社会福祉法、社会福祉計

画、ソーシャルプランニング、福祉行財政と福祉計画 

社会保障論 社会保障、社会保障制度と生活者の健康、社会保障制度 
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公的扶助論 
公的扶助、生活保護、生活保護制度、低所得者に対する支援と生活保護制度、貧困に対す

る支援 

児童福祉論 

１ 児童福祉、児童家庭福祉、子ども家庭福

祉、こども家庭福祉 

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉

制度、児童・家庭福祉 

２ 「児童・家庭に対する支援」と「児童・

家庭福祉制度」並びに「家庭福祉論」及びそ

の読替の範囲に含まれる科目のいずれかの２

科目 

家庭福祉論 

１ 家庭福祉、母子福祉、母子寡婦福祉、婦

人保護、ファミリーサポート、家族援助 

２ 「児童・家庭に対する支援」と「児童・

家庭福祉制度」並びに「児童福祉論」及びそ

の読替の範囲に含まれる科目のいずれかの２

科目 

保育理論 保育 

身体障害者福祉論 

１ 身体障害者福祉 

障害者福祉、障害 

福祉、心身障害者 

福祉、障害児（・） 

者福祉 

（身体障害者福祉と知的障害

者福祉の内容を含んでいるも

のに限っては身体障害者福祉

論と知的障害者福祉論の２科

目に該当する。） 

障害者に対する支援と障害者

自立支援制度、障害者福祉、

障害福祉、障害児（・）者福

祉 

（身体障害者福祉、知的障害

者福祉、精神障害者保健福祉

の内容を全て含んでいるもの

に限っては身体障害者福祉

論、知的障害者福祉論、精神

障害者保健福祉論の３科目に

該当する。） 

  

２ 障害者福祉、障害福祉、

心身障害者福祉、障害児

（・）者福祉 

（身体障害者福祉の内容を含

んでいるものに限って該当す

る。） 

知的障害者福祉論 

１ 知的障害者福祉 

２ 障害者福祉、障害福祉、

心身障害者福祉、障害児

（・）者福祉 

（知的障害者福祉論内容を含

んでいるものに限って該当す

る。） 
 

精神障害者保健福祉論 
精神障害者保健福祉、精神保健福祉、精神衛生、精神保

健、精神医学、精神障害者福祉 

老人福祉論 老人福祉、高齢者福祉、高齢者保健福祉、高齢者に対する支援と介護保険制度 

医療社会事業論 医療社会事業、医療福祉、医療ソーシャルワーク 

地域福祉論 
地域福祉、協同組合、コミュニティ（ー）ワーク、コミュニティ（ー）オーガニゼーショ

ン、地域福祉の理論と方法、地域福祉と包括的支援体制、コミュニティ（ー）福祉 

法学 法律学、基礎法学 

民法 民法総則 

行政法 － 



別府大学・別府大学短期大学部 

4 

経済学 経済、基礎経済 

社会政策 社会政策、労働経済 

経済政策 － 

心理学 心理、心理学理論と心理的支援、心理学と心理的支援 

社会学 社会理論と社会システム、社会学と社会システム 

教育学 教育 

倫理学 倫理 

公衆衛生学 公衆衛生 

医学一般 
医学知識、医学、医学入門、一般臨床医学、人体の構造と機能及び疾病、人体の構造

（・）機能（・）疾病 

リハビリテーション論 リハビリテーション、リハビリテーション医学 

看護学 看護、基礎看護 

介護概論 介護福祉、介護、介護知識、介護の基本 

栄養学 栄養、栄養指導、栄養（・）調理、基礎栄養学 

家政学 家政 

  

 上記における科目の名称の読替えの範囲に該当しない科目の場合であっても、次に示す教育内容（以下、「読替えに必

要な教育内容」という。）が当該科目の教育内容に全て含まれている場合は、読み替えられる科目として厚生労働大臣の

指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲に該当するものとする。 

 また、（イ）及び（ウ）における複数の科目に区分される場合においても、読替えに必要な教育内容が、当該複数の科

目の教育内容に全て含まれる場合は同様の取扱いとする。 

 なお、読替えに必要な教育内容について、複数分の読み替えられる科目の内容が全て含まれている科目の場合、その全

ての読み替えられる科目に該当するものとして差し支えない。  

読み替えられる科目 

必要な教育内容 

※ 欄が左右に分かれているものについては、どちらかの欄の教育内容が全て含まれてい

る場合に読替えの範囲に該当するものとする。 

社会福祉概論 

社会福祉主事養成機関における授業科目の

目標及び内容について（平成 12 年９月 13

日社援 2074 号厚生労働省社会・援護局長通

知）（以下、「シラバス通知」という）の

別添に定める「社会福祉概論」の授業科目

の内容 

 

 

 
 

社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施

設の設置及び運営に係る指針について（平

成 20 年３月 28 日社援発第 0328001 号厚生

労働省社会・援護局長通知）、社会福祉士

学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に

係る指針について（平成 20 年３月 28日 19

文科高第 918 号・社援発第 0328001 号文部

科学省高等教育局長、厚生労働省社会・援

護局長通知）（以下、両通知を合わせて

「社会福祉士養成指針通知」という）の別

添１の別表１に定める「社会福祉の原理と

政策」の教育に含むべき事項 
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社会福祉事業史 
日本及び諸外国の社会福祉の歴史に関する内容 

  

社会福祉援助技術論 
「シラバス通知」の別添に定める「社会福

祉援助技術論」の授業科目の内容 

「社会福祉士養成指針通知」の別添１の別表

１に定める「ソーシャルワークの基盤と専門

職」及び「ソーシャルワークの基盤と専門職

（専門）」の教育に含むべき事項 

社会福祉調査論 社会福祉調査の意義・倫理・目的、質的・量的調査に関する内容 

社会福祉施設経営論 
「シラバス通知」の別添に定める「社会福

祉施設経営論」の授業科目の内容 

「社会福祉士養成指針通知」の別添１の別表

１に定める「福祉サービスの組織と経営」の

教育に含むべき事項 

社会福祉行政論 「シラバス通知」の別添に定める「社会福祉行政論」の授業科目の内容 

社会保障論 
「シラバス通知」の別添に定める「社会保

障論」の授業科目の内容 

「社会福祉士養成指針通知」の別添１の別表

１に定める「社会保障」の教育に含むべき事

項 

公的扶助論 「シラバス通知」の別添に定める「公的扶助論」の授業科目の内容 

児童福祉論 
「シラバス通知」の別添に定める「児童福

祉論」の授業科目の内容 

「社会福祉士養成指針通知」の別添１の別表

１に定める「児童・家庭福祉」の教育に含む

べき事項  

  
家庭福祉論 

「シラバス通知」の別添に定める「家庭福

祉論」の授業科目の内容 

保育理論 保育の意義及び目的、保育に関する法令及び制度に関する内容 

身体障害者福祉論 「シラバス通知」の別添に定める「障害者

福祉論」の授業科目の内容 

  

「社会福祉士養成指針通知」の別添１の別表

１に定める「障害者福祉」の教育に含むべき

事項 

知的障害者福祉論 

精神障害者保健福祉論 

老人福祉論 
「シラバス通知」の別添に定める「老人福

祉論」の授業科目の内容 

「社会福祉士養成指針通知」の別添１の別表

１に定める「高齢者福祉」の教育に含むべき

事項 

医療社会事業論 保健医療分野におけるソーシャルワークや、医療と福祉に関する内容 

地域福祉論 

「シラバス通知」の別添に定める「地域福

祉論」の授業科目の内容 

  

「社会福祉士養成指針通知」の別添１の別表

１に定める「地域福祉と包括的支援体制」の

教育に含むべき事項 

法学 

「シラバス通知」の別添に定める「法学」

の授業科目の内容 

  

「社会福祉士養成指針通知」の別添１の別表

１に定める「権利擁護を支える法制度」の教

育に含むべき事項 

民法 総則、物権法、債権、親族法、相続法に関する法的内容 

行政法 行政主体、行政作用、行政救済に関する法的内容 

経済学 「シラバス通知」の別添に定める「経済学」の授業科目の内容 

社会政策 労働政策及び社会保障制度に関する内容 

経済政策 財政（金融）政策及び産業政策に関する内容 
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心理学 

「シラバス通知」の別添に定める「心理

学」の授業科目の内容 

  

「社会福祉士養成指針通知」の別添１の別表

１に定める「心理学と心理的支援」の教育に

含むべき事項 

社会学 
「シラバス通知」の別添に定める「社会

学」の授業科目の内容 

「社会福祉士養成指針通知」の別添１の別表

１に定める「社会学と社会システム」の教育

に含むべき事項 

教育学 教育の歴史、目的、手法、制度に関する内容 

倫理学 － 

公衆衛生学 公衆衛生に関する内容 

医学一般 
「シラバス通知」の別添に定める「医学一

般」の授業科目の内容 

「社会福祉士養成指針通知」の別添１の別表

１に定める「医学概論」及び「保健医療と福

祉」の教育に含むべき事項 

リハビリテーション論 リハビリテーションの理念や疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進に関する内容 

看護学 看護の基礎的理論や基礎的技術に関する内容 

介護概論 「シラバス通知」の別添に定める「介護概論」の授業科目の内容 

栄養学 栄養素、食生活と健康に関する内容 

家政学 家庭生活に必要な家政・家事に関する内容 

  

（ 参 照 ： 厚 生 労 働 省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-

fukushi1/shakai-kaigo-fukushi9.html） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/shakai-kaigo-fukushi9.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/shakai-kaigo-fukushi9.html

